
Title 最高裁判所判例研究

Author(s) 吉田, 邦彦; YOSHIDA, Kunihiko

Citation 北大法学論集, 38(4), 373-387

Issue Date 1988-03-30

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/16589

Type departmental bulletin paper

File Information 38(4)_p373-387.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



H資;!

11料 il
a 
耳支

所

判

例

裁

千口同

判

民
法
四
六
七
条
ニ
項
に
よ
り
劣
後
す
る
穣
受
人
(
仮
差
押
命
令
及
び

差
押
・
取
立
命
令
の
執
行
を
し
た
者
を
含
む
)
も
債
権
の
準
占
有
者
に

当
た
り
、
そ
れ
に
対
す
る
弁
済
に
も
民
法
四
七
八
条
の
適
用
が
あ
る
が
、

弁
済
に
過
失
が
な
い
と
雷
う
た
め
に
は
、
優
先
穏
受
人
の
債
権
穣
受
行

為
又
は
対
抗
要
件
に
寝
疫
が
あ
る
た
め
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
と
誤
信

し
て
も
や
む
を
得
な
い
事
情
等
の
相
当
の
理
由
が
必
要
で
あ
る
|
|

債
権
磁
波
の
解
除
(
後
に
無
効
と
さ
れ
る
)
の
穣
渡
人
か
ら
の
通
知
後

に
、
同
一
債
権
に
つ
き
仮
差
押
命
令
及
び
差
押
・
取
立
命
令
を
取
得
し

た
者
に
対
す
る
弁
済
に
過
失
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

民
法
四
六
七
条
二
項
、
四
七
八
条

昭
和
六
一
年
四
月
一
一
日
第
二
小
法
廷
判
決
(
昭
和
五
七
年
(
オ
)
二
七

二
号
、
渥
美
運
輸
株
式
会
社
対
破
産
者
樽
前
運
輸
有
限
会
社
破
産

管
財
人
藤
野
義
昭
、
運
送
代
金
請
求
事
件
)
民
集
四
O
巻
三
号
五
五
八
頁

[
事
実
及
び
判
旨
]

X
社
(
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
)
は
、
経
営
難
に

(1) 

研

l7't:宝

アしな
っ
た

A
社
へ
の
融
資
の
担
保
と
し
て
、

A
の
Y
社
(
旧
被
告
・
旧
被
控
訴

人
・
旧
被
上
告
人
)
に
対
す
る
運
送
代
金
債
権
五
一
一
万
余
円
(
五
四
年
七
月

ま
で
の
分
)
を
、
昭
和
五
四
年
六
月
二
七
日
に
譲
受
け
、
そ
れ
に
つ
い
て
は

確
定
日
付
あ
る
書
面
に
て
通
知
さ
れ
(
六
月
二
八
日
頃
に
Y
に
到
達
し
た
)
、

周
年
七
月
六
日
に
は
そ
の
一
部
で
あ
る
二
六
六
万
余
円
が

X
に
支
払
わ
れ

て
い
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、

Y
社
は
、
同
年
一
一
月
一
一
一

日
に
残
代
金
の
か
な
り
の
部
分
で
あ
る
一
二
五
万
余
円
を
、

A
社
の
差

押
・
取
立
債
権
者
で
あ
る

B
に
支
払
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
本
件
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
|
|
①
同
年
七
月
末
に
は
、

X
社
は
融
資
を
打
ち
切

る
こ
と
と
な
り
、

A
社
は
翌
八
月
八
日
頃
に
、
資
金
援
助
契
約
に
関
す
る

X
の
債
務
不
履
行
を
理
由
に
、

A
l
X
問
の
債
権
譲
渡
を
解
除
し
、

Y
に

そ
の
旨
の
通
知
が
な
さ
れ
た
。
②
そ
し
て
同
年
八
月
一
五
日
に
は
、

B
は

A
の
運
送
債
権
に
つ
き
札
幌
地
裁
に
て
仮
差
押
命
令
を
取
得
し
た
。
③
し

か
し
そ
の
後
、
同
年
九
月
一
日
頃
に

A
は
、
前
記
解
除
原
因
に
つ
き
誤
解
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料

が
あ
っ
た
と
し
て
右
解
除
の
撤
回
を
し
、
そ
の
旨
Y
社
に
通
知
し
た
。
④

他
方
X
社
は
、
同
年
九
月
二
八
日
頃
に
支
払
催
告
書
で
残
額
の
支
払
請
求

を
し
、
そ
の
後
も
口
頭
で
請
求
し
て
い
た
が
、
⑤
B
が
同
年
一
一
月
一
日

に
差
押
・
取
立
命
令
を
得
た
た
め
に
、
⑥
Y
は
X
に
対
し
て
一
一
月
一
二

日
に
、
「
本
債
権
譲
渡
は
、

A
が
解
除
し
、
そ
の
後
第
三
者

[
B
]
の
差
押

と
い
う
複
雑
な
事
情
に
あ
る
」
と
回
答
し
た
に
止
ま
っ
た
。
|
|
以
上
の

よ
う
な
状
況
の
下
で

Y
社
は
、
譲
渡
解
除
に
よ
り
債
権
が
A
に
復
帰
す
る

と
信
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、
撤
回
の
通
知
を
受
け
て
A
の
態
度
に
不
審
を
抱

か
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、

A
社
代
表
者
に
架
電
し
で
も
不
在
で
問

い
質
し
も
で
き
ず
に
過
ぎ
る
う
ち
、
裁
判
所
の
公
権
的
判
断
(
差
押
・
取
立

命
令
)
に
過
誤
な
き
も
の
と
考
え
て
、
同
命
令
に
従
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ

る
{
な
お
、
江
別
市
の
零
細
会
社
で
あ
る
Y
に
は
供
託
の
知
識
も
な
か
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
)
。
そ
こ
で
、

X
社
は
Y
社
に
対
し
て
、
残
額
二
四
四
万
余
円
の

支
払
を
請
求
し
た
。

ω
第
一
審
(
名
古
屋
地
豊
橋
支
判
昭
和
五
六
年
三
月
二
四
日
金
商
七
五

O

号
二
ニ
頁
)
は
、
「

B
が
運
送
代
金
債
権
の
取
立
権
者
と
し
て
の
外
形
を
有

す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
右
債
権
[
者
]
の
準
占
有
者
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、

・
[
準
占
有
者
に
取
立
]
権
限
あ
る
と
信
ず
る
に
つ
き
過
失
の
な
い
こ

と
を
必
要
と
す
る
と
解
さ
れ
る
が
、
右
過
失
の
有
無
は
、
弁
済
者
の
認
識

し
た
状
況
か
ら
一
般
通
常
人
の
知
識
、
判
断
能
力
を
基
準
と
し
て
判
断
す

資

る
の
を
相
当
と
す
る
:
:
:
本
件
の
知
き
仮
差
押
決
定
及
び
債
権
差
押
、
取

立
命
令
:
:
:
の
趣
旨
に
副
っ
て
債
権
の
取
立
権
限
者
と
さ
れ
る
者
を
正
当

に
取
立
権
限
を
有
す
る
者
と
信
じ
た
点
に
お
い
て
過
失
あ
る
者
と
す
る
こ

と
は
相
当
で
な
く
、
こ
れ
は
、
:
:
:
[
弁
済
者
が
供
託
に
よ
り
免
責
さ
れ

る
]
こ
と
を
知
ら
ず
、
こ
れ
を
な
さ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
同
様
に

解
す
る
」
と
述
べ
て
、
請
求
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で

X
は
控
訴
し
て
、
新

た
に
、
自
分
は
民
法
四
六
七
条
の
対
抗
要
件
を
具
備
し
て
お
り
、
唯
一
の

債
権
者
で
あ
り
、

B
は
債
権
の
準
占
有
者
で
は
な
く
、
ま
た
、

B
を
債
権

者
と
信
じ
た
こ
と
に
は
過
失
が
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
原
審

(
名
古
屋
高
判
昭
和
五
六
年
二
一
月
一
一
一
一
日
)
は
、
「
債
権
譲
渡
契
約
の
解
除

は
、
解
除
原
因
た
る
X
社
の
債
務
不
履
行
の
事
実
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら

無
効
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
:
:
:
解
除
に
伴
う
債
権
の
A
社
に
対
す
る

復
帰
に
つ
い
て

X
社
か
ら

Y
社
に
通
知
が
な
さ
れ
た
事
実
の
主
張
、
立
証

が
な
い
か
ら
、

Y
社
は

X
社
が
債
権
者
た
る
地
位
を
失
っ
た
こ
と
を
主
張

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
:
:
:
[
民

法
四
六
七
条
二
項
に
よ
り
]
X社
が
唯
一
の
債
権
者
で
あ
り
、

B
の
得
た

仮
差
押
決
定
及
び
こ
れ
に
続
く
本
差
押
並
び
に
債
権
取
立
命
令
は
、
:

無
効
で
あ
っ
た
」
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
余
に
つ
い
て
は
、
第
一
審
判
決
を

引
用
し
、

B
を
債
権
の
準
占
有
者
と
し
、

Y
に
は
過
失
が
な
か
っ
た
と
し

て
、
控
訴
を
棄
却
し
た
。

北法38(4・374)958
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X
上
告
。
上
告
理
由
と
し
て
第
一
に
、
昭
和
七
年
大
審
院
判
決
(
大
判
昭

和
七
年
五
月
二
四
日
民
集
一
一
巻
一

O
一
一
一
一
員
後
述
①
)
を
引
用
し
つ
つ
、
民

法
四
六
七
条
の
対
抗
要
件
制
度
の
趣
旨
に
鑑
み
て
、
劣
後
す
る
者

[B]

が
債
権
の
準
占
有
者
と
認
め
ら
れ
ず
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
確
定
日
付
に

よ
り
債
権
の
帰
属
の
優
劣
を
決
す
る
こ
と
と
し
た
趣
旨
が
没
却
さ
れ
る
と

し
、
さ
ら
に
重
複
差
押
に
お
け
る
転
付
債
権
者
へ
の
弁
済
に
民
法
四
七
八

条
を
適
用
し
な
い
最
高
裁
判
決
(
最
判
昭
和
田

O
年
一
一
月
一
九
日
民
集
一

九
巻
八
号
一
九
八
六
頁
)
も
引
い
て
い
る
。
ま
た
第
二
に
、

Y
の
弁
済
は
「
善

意
」
で
な
く
、
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、

X
へ
の
照
会
そ
の
他
の
調
査
、

供
託
を
な
す
べ
き
で
あ
り
、
過
失
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

ω
上
告
審
係
属
中
に
、

Y
社
に
対
し
て
札
幌
地
裁
に
て
破
産
宣
告
が

出
さ
れ
(
昭
和
五
九
年
二
月
一
七
日
)
、
破
産
管
財
人

Y
(新
被
上
告
人
)
は

X
社
の
届
出
債
権
に
つ
き
異
議
を
申
し
立
て
て
お
り
(
昭
和
六
一
年
二
月
三

日)、

X
は
破
産
債
権
確
定
の
訴
へ
の
変
更
を
求
め
た
(
同
年
二
月
二
四
日
)

の
に
対
し
、
最
高
裁
は
、
管
財
人

Y
が
代
金
給
付
訴
訟
を
受
継
し
た
本
件

の
下
で
、
訴
の
変
更
を
肯
定
し
、
自
判
し
て
、
異
議
の
あ
っ
た

X
の
Y
社

に
対
す
る
破
産
債
権
二
六

O
万
余
円
の
存
在
を
確
定
さ
せ
た
。

「
二
重
に
譲
渡
さ
れ
た
指
名
債
権
の
債
務
者
が
、
民
法
四
六
七
条
二
項
所

定
の
対
抗
要
件
を
具
備
し
た
他
の
譲
受
人
(
以
下
「
優
先
譲
受
人
L

と
い
う
。
)

よ
り
の
ち
に
こ
れ
を
具
備
し
た
譲
受
人
(
以
下
「
劣
後
譲
受
人
」
と
い
い
、
「
譲

受
人
」
に
は
、
債
権
の
譲
受
人
と
同
一
債
権
に
対
し
仮
差
押
命
令
及
び
差
押
・
取

立
命
令
の
執
行
を
し
た
者
を
含
む
。
)
に
対
し
て
し
た
弁
済
に
つ
い
て
も
、
同

法
四
七
八
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
思
う
に
、

同
法
四
六
七
条
二
項
の
規
定
は
、
指
名
債
権
が
二
重
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、

そ
の
優
劣
は
対
抗
要
件
具
備
の
先
後
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
旨
を
定
め
て
お

り
、
右
の
理
は
、
債
権
の
譲
受
人
と
同
一
債
権
に
対
し
仮
差
押
命
令
及
び

差
押
・
取
立
命
令
の
執
行
を
し
た
者
と
の
聞
の
優
劣
を
決
す
る
場
合
に
お

い
て
も
異
な
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
(
昭
和
四
七
年
(
オ
)
第
五
九
六

号
向
四
九
年
三
月
七
日
第
一
小
法
廷
判
決
・
民
集
二
八
巻
二
号
一
七
四
頁
参
照
)
、

右
規
定
は
、
債
務
者
の
劣
後
譲
受
人
に
対
す
る
弁
済
の
効
力
に
つ
い
て
ま

で
定
め
て
い
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
そ
の
弁
済
の
効
力
は
、
債
権
の
消
滅

に
関
す
る
民
法
の
規
定
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
債
務
者
が
、

右
弁
済
を
す
る
に
つ
い
て
、
劣
後
譲
受
人
の
債
権
者
と
し
て
の
外
観
を
信

頼
し
、
右
譲
受
人
を
真
の
債
権
者
と
信
じ
、
か
っ
、
そ
の
よ
う
に
信
ず
る

に
つ
き
過
失
の
な
い
と
き
は
、
債
務
者
の
右
信
頼
を
保
護
し
、
取
引
の
安

全
を
図
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
民
法
四
七
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
右
譲
受

人
に
対
す
る
弁
済
は
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
採
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
優
先

譲
受
人
が
債
務
者
か
ら
弁
済
を
受
け
え
な
い
場
合
が
生
ず
る
こ
と
を
認
め

る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
、
右
優
先
譲
受
人
は
、
債
権
の
準
占

北法38(4・375)959



料

有
者
た
る
劣
後
譲
受
人
に
対
し
て
弁
済
に
か
か
る
金
員
に
つ
き
不
当
利
得

と
し
て
返
還
を
求
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
対
抗
要
件
具
備
の
効
果
を
保
持

し
え
な
い
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
必
ず
し
も
対
抗
要
件
に
関
す
る
規
定
の

趣
旨
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
原
審
の
確
定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
本
件
債
権
部
分
の
二

重
の
譲
受
人
と
同
視
し
う
る
立
場
に
あ
る

[
X
]
と

[
B
]
の
対
抗
関
係

に
お
け
る
優
劣
は
、
譲
渡
人
で
あ
る

[
A
]
の
確
定
日
付
の
あ
る
文
書
に

よ
る
本
件
譲
渡
通
知
の

[
Y
]
に
到
達
し
た
日
時
と
前
記
仮
差
押
命
令
が

[
Y
]
に
送
達
さ
れ
た
日
時
の
先
後
に
よ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

[
X
]

が
唯
一
の
債
権
者
で
あ
り
、

[
B
]
の
得
た
前
記
の
仮
差
押
命
令
及
び
差

押
・
取
立
命
令
は
、

[
A
]
に
帰
属
し
な
い
債
権
を
対
象
と
し
た
も
の
と
し

て、

[
X
]
に
対
し
て
は
そ
の
効
力
を
主
張
し
え
ず
、
無
効
で
あ
っ
た
が
、

右
仮
差
押
命
令
等
を
得
た

[
B
]
は
本
件
債
権
部
分
の
取
立
権
者
と
し
て

の
外
形
を
有
し
、
右
債
権
の
準
占
有
者
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

か
ら
、
同
人
に
対
す
る
弁
済
に
つ
き
民
法
四
七
八
条
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

さ
ら
に
、
民
法
四
七
八
条
の
「
善
意
」
と
は
、
弁
済
者
に
お
い
て
弁
済

請
求
者
が
真
正
の
受
領
権
者
で
あ
る
と
信
じ
た
こ
と
を
い
う
も
の
と
解
す

べ
き
で
、

B
に
正
当
な
取
立
権
限
を
有
す
る
と
信
じ
た

Y
は
「
善
意
」
で

あ
っ
た
と
し
た
後
に
、
次
の
如
く
「
過
失
」
の
有
無
を
検
討
す
る
。

資

「
民
法
四
六
七
条
二
項
の
規
定
は
、
指
名
債
権
の
二
重
譲
渡
に
つ
き
劣
後

譲
受
人
は
同
項
所
定
の
対
抗
要
件
を
先
に
具
備
し
た
優
先
譲
受
人
に
対
抗

し
え
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
優
先
譲
受
人
の
債
権
譲
受

行
為
又
は
そ
の
対
抗
要
件
に
間
相
続
が
あ
る
た
め
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
等

の
場
合
で
な
い
限
り
、
優
先
譲
受
人
が
債
権
者
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

て
、
債
務
者
と
し
て
も
優
先
譲
受
人
に
対
し
て
弁
済
す
べ
き
で
あ
り
、
ま

た
、
債
務
者
が
、
右
譲
受
人
に
対
し
て
弁
済
す
る
と
き
は
、
債
務
消
滅
に

関
す
る
規
定
に
基
づ
き
そ
の
効
果
を
主
張
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
債
務
者
に
お
い
て
、
劣
後
譲
受
人
が
真
正
の
債
権
者
で
あ
る
と

信
じ
て
し
た
弁
済
に
つ
き
過
失
が
な
か
っ
た
と
い
う
た
め
に
は
、
優
先
譲

受
人
の
債
権
譲
受
行
為
又
は
対
抗
要
件
に
瀬
庇
が
あ
る
た
め
そ
の
効
力
を

生
じ
な
い
と
誤
信
し
て
も
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
な
ど
劣
後
譲
受
人

を
真
の
債
権
者
で
あ
る
と
信
ず
る
に
つ
き
相
当
な
理
由
が
あ
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
原
審
の
確
定
し
た
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、

[
A
]
の
本
件
譲
渡
通
知
の

[
Y
]
に
対
す
る
到
達
日
が

[
B
]

の
得
た
本
件
債
権
仮
差
押
命
令
の

[
Y
]
へ
の
送
達
日
よ
り
も
早
か
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
債
務
者
で
あ
る

[
Y
]
と
し
て
は
、
少
な
く
と

も
、
準
占
有
者
で
あ
る

[
B
〕
に
弁
済
す
べ
き
か
否
か
に
つ
き
疑
問
を
抱

く
べ
き
事
情
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、

[
B
]
の
得
た
前
記
の
仮

差
押
命
令
及
び
差
押
・
取
立
命
令
が
裁
判
所
の
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
の

北法38(4・376)960



最高裁判所判例研究

一
事
を
も
っ
て
、
い
ま
だ

[Y]
に

[
B
]
が
真
の
債
権
者
で
あ
る
と
信

ず
る
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、

[
Y
]
が
、
前
示
の
と
お
り
、
前
記
債
権
差
押
・
取
立
命
令
等
を
発
し
た

裁
判
所
の
判
断
に
過
誤
な
き
も
の
と
速
断
し
て
、
取
立
権
限
を
有
し
な
い

[
B
]
に
対
し
て
弁
済
し
た
こ
と
に
、
過
失
が
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
」

〔
評
釈
]
一
本
判
決
は
、
民
法
四
六
七
条
二
項
に
よ
れ
ば
劣
後
す
る

債
権
譲
受
人
(
但
し
、
本
件
は
仮
差
押
命
令
及
ぴ
差
押
・
取
立
命
令
を
得
た
取
立

債
権
者
の
ケ
l
ス
で
あ
る
が
、
最
高
裁
は
そ
れ
を
包
摂
す
る
も
の
と
し
て
「
譲
受

人
」
を
用
い
て
い
る
)
に
対
し
て
弁
済
し
た
債
務
者
は
、
民
法
四
七
八
条
に

よ
り
保
護
さ
れ
る
か
、
と
い
う
従
来
そ
れ
程
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
問
題
に
関
す
る
最
初
の
最
高
裁
判
決
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
民
法
四
六
七

条
二
項
に
よ
る
優
劣
決
定
と
債
務
者
の
判
断
(
認
識
)
と
に
ズ
レ
が
あ
っ

た
場
合
に
、
前
者
を
ど
れ
だ
け
貫
く
か
、
と
い
う
理
論
的
に
も
興
味
深
い

問
題
に
関
す
る
判
断
が
下
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
注
目
さ
れ
る
。

ω
ま
ず
、
こ
の
領
域
に
お
け
る
先
例
と
し
て
参
照
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
し
て
、
次
の
大
審
院
判
決
が
存
在
す
る
。
①
大
判
昭
和
七
年
五
月
二
四

日
民
集
一
一
巻
一

O
一
二
頁
判
民
八

O
事
件
我
妻
、
新
報
四
三
巻
一
号

片
山

1
|
A
は
Y
に
兵
庫
県
飾
磨
郡
に
所
在
す
る
養
魚
場
を
賃
貸
し
、
昭

和
三
年
度
の
賃
料
債
権
(
五
五

O
円
)
を
有
し
て
お
り
、
昭
和
三
年
八
月

二
二
日
に
そ
れ
を

B
に
譲
渡
し
、
二
-
一
二
日
後
に
口
頭
で
そ
の
旨
通
知
し
、

他
方
、

A
の
債
権
者
X
は
、
同
債
権
に
対
し
て
同
年
九
月
二
五
日
に
差
押
・

転
付
命
令
を
取
得
し
た
(
そ
れ
は
、
同
年
九
月
二
八
日
午
前
一
一
時
半
に
到
達

し
た
)
が
、

Y
は
B
に
対
し
て
昭
和
四
年
一
月
一
一
一
一
目
、
二
月
二
五
日
に
賃

料
金
額
を
支
払
っ
た
(
な
お
、

A
l
B
聞
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
確
定
日
付
あ

る
通
知
も
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
昭
和
三
年
九
月
二
八
日
の
午
後
二
時
か
ら

三
時
の
間
に
到
達
し
て
い
る
)
た
め
、

X
は
Y
に
対
し
て
賃
料
請
求
し
た
と

い
う
事
案
。
原
審
は
、

B
は
債
権
の
準
占
有
者
で
あ
り
、

Y
は
善
意
で
弁

済
し
た
か
ら
、
そ
の
弁
済
は
有
効
で
あ
る
と
し
た
た
め
、
敗
訴
し
た

X
は、

民
法
四
七
八
条
で
は
弁
済
者
の
無
過
失
を
要
求
す
べ
き
で
あ
り
、

Y
に
は

過
失
が
あ
る
と
し
て
上
告
。
大
審
院
は
、
原
判
決
を
破
毅
自
判
し
て
、
「
B

ハ
其
ノ
債
権
ノ
譲
渡
ヲ
以
テ
差
押
債
権
者
タ
ル

X
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

サ
ル
へ
ク
反
テ

X
ハ
転
付
命
令
ニ
依
ル
本
件
債
権
ノ
取
得
ヲ
以
テ

B
ニ
対

抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
へ
ク
其
ノ
結
果
B
ハ
一
日
一
取
得
シ
タ
ル
債
権
モ
取
得
セ

サ
ル
コ
ト
ト
為
リ

X
カ
唯
一
ノ
債
権
者
ト
為
ル
ニ
至
ル
:
:
:
Y
ノ
弁
済
ヲ

以
テ
債
権
ノ
準
占
有
者
ニ
対
シ
テ
為
シ
タ
ル
善
意
ノ
弁
済
ト
解
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
サ
ル
」
と
し
た
。
②
大
判
昭
和
九
年
四
月
二
六
日
新
聞
三
七

O
二
号

七
頁
|
|
l
A
の
B
他
二
名
に
対
す
る
玄
米
(
小
作
米
)
引
渡
請
求
権
が

X

に
譲
渡
さ
れ
、
こ
れ
に
つ
き
確
定
日
付
あ
る
証
書
で
通
知
が
な
さ
れ
た
が
、

そ
の
後
A
の
債
権
者

Y
が
、
右
請
求
権
を
差
押
え
、

B
ら
は
そ
の
執
行
と
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料

し
て
執
達
吏
に
玄
米
を
引
渡
し
た
た
め
、

X
が
強
制
執
行
異
議
の
訴
を
し

た
ケ

1
ス
。
大
審
院
は
、
「
A
ハ
債
権
者
ニ
非
サ
ル
ヲ
以
テ
第
三
債
務
者

[
B

ら
]
カ
右
玄
米
ヲ
執
達
吏
ニ
引
渡
ス
モ
弁
済
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス

ヲ
得
サ
ル
:
:
:
引
渡
請
求
権
ハ
完
全

X
ニ
移
転
シ
タ
L

と
し
て
、

Y
の
上

告
を
棄
却
し
た
。

資

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
民
法
四
六
七
条
二
項
に
よ
り
第
三
者

に
対
抗
で
き
る
譲
受
人
が
唯
一
の
債
権
者
と
な
り
、
逆
に
対
抗
で
き
な
い

譲
受
人
は
債
務
者
に
対
し
て
も
対
抗
で
き
な
い
と
述
べ
て
、
従
来
の
判
例

を
変
更
し
た
大
正
八
年
の
連
合
部
判
決
(
大
連
判
大
正
八
年
三
月
二
八
日
民

録
二
五
輯
四
回
一
頁
ジ
ュ
リ
一
五
一
号
我
妻
、
民
法
判
百
(
初
版
)
H
三
四
事
件

半
田
|
|
優
先
譲
受
人
か
ら
の
支
払
請
求
に
対
し
、
債
務
者
は
拒
絶
で
き
な
い

と
し
た
ケ
l
ス
で
あ
る
)
の
趣
旨
を
受
け
て
ー
ー
ー
な
い
し
は
、
そ
の
コ
ロ
ラ

リ
ー
と
し
て
|
|
、
民
法
四
六
七
条
二
項
の
対
抗
要
件
に
よ
る
優
劣
の
規

律
を
債
務
者
に
も
要
求
し
、
劣
後
譲
受
人
に
対
す
る
弁
済
に
つ
き
、
民
法

四
七
八
条
の
保
護
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
(
な
お
、
対
抗
要
件
制
度
を

同
様
に
貫
徹
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
東
京
地
判
昭
和
田
三
年
一
一
月
二
九

日
金
法
五
三
六
号
二
四
頁
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

Y
社
平
塚
工
場
に
対
し
て

四
五
万
余
円
の
給
食
代
金
債
権
を
有
す
る

A
社
は
、
昭
和
四
二
年
七
月
二

五
日
に
問
債
権
を

X
に
譲
渡
し
、
七
月
二
六
日
付
で
平
塚
工
場
長
J
荒
井
L

宛
に
通
知
が
な
さ
れ
、
翌
二
七
日
に
到
達
し
た
が
、
「
荒
井
L

は
工
場
長
代

理
に
す
ぎ
ず
、

Y
工
場
長
「
見
常
」
は
出
張
中
の
た
め
、
七
月
二
九
日
に

至
り
初
め
て
譲
渡
通
知
を
知
る
に
至
っ
た
。
他
方
で

A
社
は
七
月
二
八
日

に
Y
社
に
代
金
の
取
立
に
来
て
お
り
、

Y
は
そ
れ
に
応
じ
て
支
払
っ
た
(
な

お
、
A
は
八
月
一
日
付
書
面
で
譲
渡
し
て
い
な
い
旨
の
通
知
を
し
て
い
る
)
た

め、

X
が
代
金
請
求
し
た
ケ

l
ス
。
裁
判
所
は
、

Y
社
の
係
員
の
現
実
の

了
知
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
譲
渡
通
知
は
到
達
(
七
月
二
七
日
)
と
同
時

に
効
力
が
生
じ
た
と
し
、
「
債
権
譲
渡
と
そ
の
通
知
が
あ
っ
た
以
上
、
:
:
:

旧
債
権
者
は
債
権
の
準
占
有
者
で
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
そ

の
よ
う
に
解
し
な
い
と
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
の
規
定
に
よ
っ
て
債
権
者

を
画
一
的
に
定
め
よ
う
と
す
る
法
律
の
趣
旨
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と

述
べ
、
ま
た
仮
に
準
占
有
者
で
あ
る
と
し
て
も
、

Y
社
が
無
過
失
で
あ
る

と
は
い
い
難
い
と
し
た
)
。

も
っ
と
も
、
賃
貸
人
の
地
位
の
譲
渡
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
民
法

四
七
八
条
の
保
護
の
余
地
を
認
め
た
③
大
判
昭
和
八
年
五
月
二

O
日
裁
判

例
(
七
)
民
事
一
二
三
頁
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
主

A
は
Y
に
対
し
て

賃
料
債
権
を
有
し
て
い
た
が
、

A
は
代
物
弁
済
と
し
て
本
件
家
屋
を
、
昭

和
四
年
一
一
月
二
二
日
に

X
に
譲
渡
し
、

X
は
昭
和
五
年
一

O
月
一
日
に

保
存
登
記
を
経
由
し
、
そ
れ
に
よ
り
賃
貸
人
の
地
位
は
承
継
さ
れ
た
と
さ

れ
る
が
、

A
に
対
し
て
債
権
を
有
す
る
地
主

B
は
、
右
賃
料
債
権
に
つ
き
、

昭
和
六
年
七
月
二

O
日
に
差
押
・
取
立
命
令
を
得
て

Y
に
請
求
し
た
た
め
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に、

Y
は
B
に
賃
料
を
支
払
っ
た
事
例
に
つ
き
、
「

[
B
は
]
外
観
上
恰
モ

賃
貸
人
ト
シ
テ
賃
料
ノ
請
求
ヲ
為
ス
ト
異
ル
コ
ト
ナ
ク
所
謂
債
権
ノ
準
占

有
者
タ
ル
ヲ
失
ハ
サ
ル
:
:
:
原
審
ハ
:
:
:
債
権
ノ
準
占
有
者
ニ
関
ス
ル
法

則
ヲ
誤
解
シ
タ
カ
又
ハ
審
理
不
尽
ノ
違
法
ア
ル
ヲ
免
レ
サ
ル
」
と
し
て
、

Y
の
上
告
が
容
れ
ら
れ
て
破
毅
差
戻
さ
れ
た
。
ま
た
、
下
級
審
裁
判
例
の

中
に
は
、
同
種
の
事
案
に
お
い
て
、
民
法
四
七
八
条
の
適
用
を
肯
定
し
た

も
の
が
あ
る
(
④
東
京
地
判
昭
和
三
五
年
八
月
三

O
日
下
民
集
一
一
巻
八

号
一
八

O
九
頁

|
|
X
社
は
、

A
社
の

Y
社
に
対
す
る
ビ
ニ
ー
ル
加
工
等

に
よ
る
売
掛
金
債
権
を
昭
和
三
三
年
五
月
頃
に
譲
り
受
け
、
同
年
五
月
一

三
日
の
確
定
日
付
あ
る
内
容
証
明
郵
便
に
て
そ
の
旨
通
知
さ
れ
、
そ
れ
は

翌
一
四
日
午
後
二
時
半
頃
Y
社
の
守
衛
詰
所
へ
配
送
さ
れ
た
が
、
名
宛
人

(
旧
代
表
取
締
役
)
の
転
職
を
理
由
に
転
送
が
指
示
さ
れ
た
た
め
翌
一
五

日
午
前
一

O
時
半
頃
転
送
さ
れ
た
(
そ
し
て
結
局
Y
社
が
現
実
に
そ
の
通

知
を
了
知
し
た
の
は
六
月
三
日
で
あ
る
)
。
し
か
し
他
方
で
、

B
も
同
一
債

権
を
譲
り
受
け
、
そ
の
旨
の
通
知
は
同
年
五
月
一
四
日
午
後
六
時
四

O
分

に
到
達
し
、
そ
の
後
B
は
Y
に
対
し
て
代
金
請
求
の
訴
を
提
起
し
た
の
で
、

Y
は
そ
の
旨
X
に
通
知
し
、
自
ら
も
抗
争
し
た
が
、
敗
訴
判
決
を
受
け
て

そ
れ
に
従
っ
て
翌
三
四
年
五
月
七
日
に
弁
済
し
た
。
そ
こ
で

X
が
Y
に
代

金
請
求
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
判
決
で
は
、

A

X
聞
の
譲
渡
の
通

知
は
、
昭
和
三
三
年
五
月
一
四
日
午
後
二
時
半
の
時
点
で

Y
社
の
了
知
し

う
べ
き
状
態
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
Y
社
に
到
達
し
た
と
述

べ、

B
の
た
め
の
債
権
譲
渡
は
X
に
対
抗
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、

Y
が
有
権
的
判
断
に
従
っ
て

B
を
真
の
債
権
者
と
信
じ
た
こ
と
に
つ
き
何

等
過
失
の
責
む
べ
き
も
の
が
な
く
、
債
権
の
準
占
有
者
に
対
す
る
弁
済
と

し
て
有
効
で
あ
る
と
断
じ
た
。
⑤
大
阪
地
判
昭
和
四
八
年
二
月
二
三
日
判

タ
二
九
七
号
二
七
七
夏
、
金
法
六
九
四
号
三
三
頁

i
|
A
の
Y
社
に
対
す

る
一
五
万
余
円
の
売
掛
代
金
債
権
は
、
一
方
で
昭
和
四
五
年
一
月
一
九
日

に
B
に
譲
渡
さ
れ
(
そ
の
旨
の
通
知
は
、
一
月
一
一
一
日
付
の
内
容
証
明
郵
便
で

通
知
さ
れ
て
そ
の
頃
到
達
て
さ
ら
に
同
年
三
月
九
日
に

X
に
譲
渡
さ
れ
(
向

日
付
の
内
容
証
明
郵
便
で
通
知
さ
れ
、
翌
三
月
一

O
日
に
到
達
)
、
他
方
で
同
年

二
月
四
日
に
、

A
の
債
権
者
C
が
同
一
債
権
に
つ
き
差
押
・
転
付
命
令
を

取
得
し
た
。
そ
し
て
、

A
が
同
年
二
月
一
四
日
付
で
、

A
ー
B
の
債
権
譲

渡
の
通
知
は
、
印
章
の
官
用
に
よ
り
偽
造
さ
れ
た
も
の
で
、
債
権
譲
渡
は

な
さ
れ
て
い
な
い
旨
の
通
知
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

Y
社
は
同
年
二
月

二
八
日
に
、

A
と
と
も
に
訪
れ
た

C
に
対
し
て
弁
済
し
た
。
そ
こ
で

X
が

訴
え
た
と
い
う
ケ

l
ス
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
、
「

[
Y
の
C
に
対
す
る
]

弁
済
は
善
意
で
債
権
の
準
占
有
者
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら

れ
、
且

Y
に
過
失
が
あ
っ
た
と
も
認
め
難
い
の
で
、
実
質
上
存
在
し
な
い

無
効
な
債
権
差
押
及
び
転
付
命
令
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
も
弁
済
と
し

て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
た
)
。
従
つ
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料

て
、
民
法
四
七
八
条
に
よ
る
債
務
者
(
弁
済
者
)
の
保
護
に
関
す
る
従
来

の
判
例
の
立
場
は
必
ず
し
も
統
-
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

ω
次
に
学
説
を
見
る
と
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
議
論
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
①
判
決
を
支
持
す
る
見
解
が
散
見
さ
れ
る
位

で
あ
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
民
法
四
七
八
条
に
よ
る
保
護
を
認
め
る

と
、
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
制
度
の
趣
旨
が
破
ら
れ
る
か
ら
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
(
例
え
ば
、
我
妻
l
有
泉
1
水
本
・
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル

W
債
権
総
論

(
昭
四
O
)
二
八
三
頁
、
沢
井
裕
・
注
釈
民
法

ω(昭
四
五
)
九
六
頁
、
石
田
喜

久
夫
・
債
権
総
論
(
現
代
法
律
学
全
集
8
)
(
昭
五
一
ニ
)
二
四
O
頁
)
。
な
お
、
①

の
理
解
の
仕
方
と
し
て
は
、
対
抗
要
件
制
度
に
よ
り
劣
後
す
る
債
権
譲
受

人
は
「
債
権
の
準
占
有
者
」
に
当
た
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ

り
(
我
妻
・
前
掲
評
釈
及
び
上
掲
各
引
用
箇
所
)
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
や
は
り

同
様
の
理
解
の
下
に
、
過
失
の
有
無
の
問
題
と
し
て
論
ず
る
べ
き
で
あ
る

と
の
批
判
も
出
さ
れ
て
い
る
(
弁
済
を
有
効
と
し
な
い
結
論
に
は
賛
成
す
る
)

(
片
山
・
前
掲
批
評
、
柚
木
1
高
木
・
判
例
債
権
法
総
論
[
補
訂
版
]
(
昭
四
六
)

四
四
一
頁
)
が
、
①
自
体
は
こ
の
点
に
つ
き
明
言
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
(
藤
原
・
後
掲
批
評
九
一
四
l
九
一
五
貰
も
指
摘
す
る
)
。

ω
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
出
さ
れ
た
本
判
決
は
、
第
一
に
、
民
法

四
七
八
条
の
適
用
に
つ
い
て
積
極
的
な
立
場
を
打
ち
出
し
、
ま
た
劣
後
譲

受
人
は
債
権
の
準
占
有
者
に
当
た
る
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
債
務

資

者
の
信
頼
を
保
護
し
取
引
の
安
全
を
図
る
必
要
性
が
あ
る
点
及
び
優
先
譲

受
人
は
債
権
の
準
占
有
者
た
る
劣
後
譲
受
人
に
不
当
利
得
返
還
請
求
も
な

し
う
る
か
ら
必
ず
し
も
対
抗
要
件
に
関
す
る
規
定
の
趣
旨
を
な
い
が
し
ろ

に
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
点
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
点
で
、
従

来
の
主
流
的
立
場
と
は
異
な
る
見
解
が
示
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
先
例
と
の
関
係
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
第
二
に
、
他
方

で
債
務
者
の
無
過
失
要
件
の
判
断
の
レ
ベ
ル
で
、
「
民
法
四
六
七
条
二
項
の

規
定
に
鑑
み
、
債
務
者
は
優
先
譲
受
人
に
対
し
て
弁
済
す
べ
き
で
あ
」
る

と
し
て
、
対
抗
要
件
制
度
の
趣
旨
を
反
映
さ
せ
、
結
局
債
務
者
が
保
護
さ

れ
る
の
は
、
「
優
先
譲
受
人
の
債
権
譲
受
行
為
又
は
対
抗
要
件
に
取
庇
が
あ

る
た
め
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
と
誤
信
し
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

な
ど
」
の
相
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
絞
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
実
質
的

に
は
そ
れ
程
大
き
な
変
更
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
本
件
の
解

決
と
し
て
は
、
「
B
の
得
た
仮
差
押
命
令
及
び
差
押
・
取
立
命
令
が
裁
判
所

の
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
一
事
を
も
っ
て
、
い
ま
だ

Y
社
に

B
が
真
の

債
権
者
で
あ
る
と
信
ず
る
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
述
べ
て
、
結
論
的
に
は
、
一
・
二
審
判
決
と
は
逆
に
、

Y

の
保
護
を
否
定
す
る
立
場
に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ

ヲ
匂
。
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本
判
決
で
は
、
や
や
一
般
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
以
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下
で
は
、
本
件
の
事
案
に
即
し
つ
つ
、
そ
の
法
律
構
成
な
り
結
論
を
再
検

討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ω
ま
ず
本
件
で
は
、

A
l
X
の
譲
渡
の
通
知
及
び

B
の
仮
差
押
命
令

は
、
各
々
六
月
二
八
日
、
八
月
一
五
日
頃
に

Y
社
に
到
達
し
て
お
り
、
競

合
す
る
譲
受
人
相
互
の
優
劣
の
判
断
自
体
は
、
あ
ま
り
困
難
を
伴
う
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
後
述
す
る
事
情
(
ニ

ω参
照
)
を
捨
象
す
る
な

ら
ば
、
こ
の
優
劣
決
定
を
債
務
者
に
要
求
し
て
も
、
さ
ほ
ど
問
題
は
な
い

と
言
え
る
事
案
で
あ
り
、
こ
の
点
は
民
法
四
七
八
条
に
よ
る
債
務
者
保
護

に
対
し
て
は
消
極
的
に
働
く
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
右
決
定
が
や
や
微
妙
で
、
そ
れ
を
債
務
者
に
判
断
さ
せ
る
こ

と
に
は
無
理
も
な
く
は
な
い
場
合
(
例
え
ば
、
①
で
は
、
優
先
す
る
と
さ
れ
た

転
付
債
権
者
の
転
付
命
令
が
、
債
務
者
に
現
実
に
到
達
し
た
の
は
、
そ
の
主
張
に

よ
れ
ば
、
九
月
二
九
日
で
あ
り
、
劣
後
譲
渡
の
通
知
の
到
達
よ
り
も
後
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
ま
た
、
④
で
も
、
優
先
す
る
と
さ
れ
た
債
権
譲
渡
の
通
知
が
現
実
に

了
知
さ
れ
た
の
は
、
劣
後
譲
受
人
の
そ
れ
よ
り
も
後
で
あ
る
)
と
本
件
と
は
事

情
が
異
な
り
(
こ
の
点
、
池
田
・
後
掲
評
釈
一
八
三
頁
で
は
、
①
の
事
案
に
民
法

四
七
八
条
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
対
抗
要
件
制
度
と
よ
り
強
く
衝
突
す
る
と
さ
れ

る
が
、
疑
問
が
残
る
)
、
前
者
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
は
、
本
判
決
の
射
程

外
と
な
る
が
、
以
下
に
問
題
に
な
り
そ
う
な
場
面
に
つ
き
付
言
し
て
お
く
。

ま
ず
第
一
に
、
同
時
到
達
の
場
合
に
は
、
債
務
者
は
い
ず
れ
の
譲
受
人
に

支
払
っ
て
も
よ
い
と
す
る
の
が
判
例
で
あ
り
(
最
判
昭
和
五
五
年
一
月
一
一

日
民
集
三
四
巻
一
号
四
二
頁
)
、
民
法
四
七
八
条
に
よ
る
ま
で
も
な
く
、
弁
済

し
た
債
務
者
は
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
そ
れ
以
外

の
場
合
に
は
、
確
定
日
付
の
先
後
な
い
し
到
達
の
先
後
で
債
務
者
に
判
断

さ
せ
る
の
が
原
則
と
な
ろ
う
が
、
到
達
ま
で
に
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
デ
リ
ケ
ー
ト
で
あ
る
。
裁
判
例
で
説
か
れ
る
よ
う
に
、
債
務
者
の

現
実
の
了
知
に
把
わ
れ
る
必
要
は
な
い
と
恩
わ
れ
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て

は
、
民
法
四
七
八
条
の
適
用
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お

第
三
に
、
対
抗
要
件
制
度
を
形
式
的
に
適
用
す
る
限
り
優
先
す
る
こ
と
に

な
る
譲
受
人
が
、
先
行
す
る
債
権
譲
渡
を
認
識
し
、
劣
後
譲
受
人
に
対
し

て
害
意
が
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
も
存
在
す

る
。
こ
れ
は
、
背
信
的
悪
意
者
排
除
の
法
理
と
も
繋
が
る
も
の
で
あ
り
、

対
抗
要
件
制
度
そ
れ
自
体
の
修
正
の
問
題
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
(
譲
受

人
相
互
間
の
問
題
は
、
民
法
一
七
七
条
の
場
合
と
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
う
る
が
、
対

債
務
者
関
係
の
規
律
は
、
債
権
譲
渡
固
有
の
問
題
で
あ
る
)
が
、
仮
に
悪
意
の

優
先
譲
受
人
を
保
護
し
な
い
と
解
す
る
な
ら
ば
、
悪
意
が
不
実
の
場
合
で

も
そ
う
信
ず
る
こ
と
に
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
に
は
劣
後
譲
受

人
へ
の
弁
済
は
民
法
四
七
八
条
で
有
効
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ

う
(
悪
意
で
あ
る
こ
と
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
劣
後
譲
受
人
に
債
権
が
帰
属
す
る
こ

と
と
な
り
、
四
七
八
条
を
論
ず
る
ま
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
前
述
し
た
裁
判
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料

例
の
う
ち
、
こ
の
点
を
論
ず
る
余
地
が
あ
る
の
は
、
弁
済
先
の
劣
後
譲
受
人
の
債

権
譲
渡
が
先
行
す
る
①
の
ケ
l
ス
で
あ
る
)
。
こ
こ
で
は
問
題
の
指
摘
に
止
め

た
し
。ω
次
に
、

B
に
対
す
る
仮
差
押
命
令
及
び
差
押
・
取
立
命
令
と
い
う

形
で
の
裁
判
所
の
関
与
と
い
う
点
を
、
民
法
四
七
八
条
の
判
断
に
際
し
て

ど
れ
だ
け
劉
酌
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
確
か
に
一
般
論
と
し
て
、

公
権
力
の
関
与
が
あ
る
こ
と
は
、
債
権
の
準
占
有
者
性
及
び
民
法
四
七
八

条
に
よ
る
弁
済
の
保
護
を
肯
定
す
る
方
向
に
作
用
す
る
と
言
う
こ
と
が
で

き
、
無
効
な
転
付
命
令
の
転
付
債
権
者
に
対
す
る
弁
済
に
民
法
四
七
八
条

を
適
用
し
た
事
例
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
(
大
判
大
正
一
一
年
-
一
月
一
四

日
民
集
一
巻
八
五
一
頁
、
大
判
昭
和
三
年
五
月
三

O
日
新
開
二
八
九
二
号
九
頁
、

大
判
昭
和
七
年
七
月
六
日
裁
判
例
(
六
)
民
事
二

O
九
頁
、
福
岡
高
判
昭
和
三
七

年
二
月
二
七
日
行
裁
例
集
一
三
巻
二
号
二
二
五
頁
、
水
戸
地
判
昭
和
四
九
年
八
月

一
三
日
判
夕
三
二

O
号
二
二
七
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五

O
年
五
月
一

O
日
判
時
八

一
O
号
六
三
頁
)
が
、
他
方
で
、
民
法
四
六
七
条
二
項
で
劣
後
す
る
転
付
債

権
者
に
適
用
し
た
も
の
は
あ
ま
り
な
く
(
⑤
が
唯
一
の
ケ
1
ス
で
あ
る
が
、
こ

の
事
件
に
は
か
な
り
特
殊
な
事
情
が
関
係
し
て
い
る
。
な
お
、
加
藤
(
和
了
後
掲

解
説
六
六
頁
で
は
、
昭
和
七
年
判
決
(
①
)
の
理
由
は
転
付
命
令
の
特
殊
性
に
求

め
ら
れ
る
と
す
る
が
、
①
は
転
付
債
権
者
が
民
法
四
六
七
条
二
項
で
も
優
先
す
る

資

ケ
ー
ス
で
あ
り
、
転
付
命
令
を
あ
ま
り
強
調
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
)
、
や
は
り
判
決
に
従
っ
て
弁
済
す
る
場
合
(
④
)
と
は
事
情
が
異
な

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
民
法
四
六
七
条
二
項
で
優
劣
を
決
す
る
際

に
は
、
差
押
債
権
者
も
債
権
譲
受
人
と
同
列
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
(
例
え

ば
、
仮
差
押
命
令
に
つ
き
、
最
判
昭
和
四
九
年
三
月
七
日
民
集
二
八
巻
二
号
一
七

四
頁
、
差
押
・
転
付
命
令
に
つ
き
、
最
判
昭
和
五
八
年
一

O
月
四
日
金
商
六
八
五

号
三
頁
)
の
で
あ
る
か
ら
、
対
抗
要
件
制
度
が
関
連
す
る
限
り
で
は
、
こ
の

点
は
そ
れ
程
重
視
し
な
い
と
い
う
本
件
最
高
裁
の
立
場
に
も
一
理
あ
る
よ

う
で
も
あ
る
。
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し
か
し
、
他
方
で
、
③
判
決
は
劣
後
す
る
取
立
債
権
者
へ
の
弁
済
に
民

法
四
七
八
条
の
保
護
を
認
め
て
お
り
(
但
し
、
賃
貸
人
の
地
位
の
譲
渡
の
事
案

で
あ
る
た
め
に
、
民
法
四
六
七
条
二
項
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
て
ま
た
、
重

複
差
押
の
場
合
に
は
、
取
立
債
権
者
へ
の
弁
済
に
つ
い
て
判
例
変
更
が
な

さ
れ
て
弁
済
者
の
保
護
が
は
か
ら
れ
(
最
判
昭
和
四

O
年
七
月
九
日
民
集
一

九
巻
五
号
一
一
七
八
頁
法
協
八
三
巻
三
号
星
野
、
民
商
五
四
巻
三
号
珍
保
)
、
転

付
債
権
者
へ
の
弁
済
の
場
合
に
も
、
民
法
四
八
一
条
に
よ
り
実
質
的
に
第

三
債
務
者
の
保
護
を
否
定
す
る
判
例
の
立
場
(
大
連
判
明
治
四
四
年
五
月
四

日
民
録
一
七
輯
二
五
三
頁
、
大
判
大
正
二
年
四
月
一
二
日
民
録
一
九
輯
二
二
四

頁
、
大
判
昭
和
一
一
一
年
一

O
月
一
八
日
民
集
一
六
巻
一
五
二
五
頁
判
民
一

O
八
事

件
川
島
、
最
判
昭
和
四
O
年
一
一
月
一
九
日
民
集
一
九
巻
八
号
一
九
八
六
頁
法
協

八
三
巻
六
号
星
野
、
民
商
五
四
巻
六
号
椿
)
を
批
判
し
て
、
民
法
四
七
八
条
に
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よ
る
債
務
者
保
護
を
説
く
見
解
が
学
説
で
は
む
し
ろ
多
数
説
で
あ
る
(
川

島
・
前
掲
評
釈
、
我
妻
・
新
訂
債
権
総
論
(
昭
三
九
)
二
七
五
頁
、
柚
木

t
高
木
・

前
掲
書
四
三
五
頁
、
星
野
・
民
法
概
論
凹
(
昭
五
一
ニ
)
二
四
七
頁
等
。
な
お
、
吉

田
(
光
了
後
掲
研
究
も
参
照
)
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
議
論
と
の
バ
ラ
ン
ス
論

で
、
本
件
の
よ
う
な
差
押
・
取
立
債
権
者
B
へ
の
弁
済
に
も
民
法
四
七
八

条
に
よ
る
保
護
が
認
め
ら
れ
、
供
託
す
る
こ
と
は
不
要
で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
(
研
究
会
で
は
、
福
永
教
授
が
こ
の
点
を
強
調
さ
れ
た
)

が
、
や
は
り
他
方
で
、
民
法
四
八
一
条
の
場
合
と
民
法
四
六
七
条
二
項
の

場
合
と
は
同
一
に
論
じ
ら
れ
な
い
と
の
立
論
も
な
し
う
る
(
最
高
裁
は
、
議

論
し
て
い
な
い
が
、
後
説
な
の
で
あ
ろ
う
)
。
も
っ
と
も
、
重
複
差
押
に
関
し

て
は
、
民
事
執
行
法
に
よ
り
供
託
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
に
至
り
(
一
五
六
条

二
項
)
、
そ
れ
は
・
自
ず
と
民
法
四
七
八
条
の
判
断
に
も
影
響
を
及
ぽ
し
(
平

井
・
債
権
総
論
(
昭
六
O
)
一四
O
頁
で
は
、
供
託
義
務
に
反
す
る
弁
済
に
は
、

民
法
問
七
八
条
の
適
用
は
な
い
と
さ
れ
る
)
、
こ
の
点
で
の
バ
ラ
ン
ス
論
も
問

題
と
な
る
が
、
本
件
は
、
民
事
執
行
法
施
行
前
の
事
案
で
あ
る
こ
と
に
注

意
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

ω
そ
し
て
第
三
に
、
本
件
で
は
、

A
に
よ
る
債
権
譲
渡
の
解
除
及
び

そ
の
通
知

|

|

B
の
仮
差
押
ー
ー
そ
の
後
の

A
の
解
除
撤
回
及
び
そ
の

通
知
、
と
い
う
特
殊
事
情
が
存
在
し
て
い
る
が
、
原
審
で
解
除
が
無
効
と

さ
れ
た
た
め
か
、
最
高
裁
で
は
、
一
顧
だ
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
事
実
は
、
本
件
の
解
決
の
決
め
手
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、

弁
済
者
の
過
失
の
有
無
を
考
え
る
際
に
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
然
る
べ
き
で

は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
の
が
評
釈
者
の
率
直
な
感
想
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
第
三
債
務
者
(
弁
済
者
)
Y
が
、
債
権
譲
渡
の
解
除
[
債
権
の

A
へ

の
復
帰
]
に
関
す
る
A
(
の
弁
護
士
)
か
ら
の
通
知
を
信
頼
し
て

B
に
弁

済
し
た
こ
と
が
、
ど
う
評
価
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
こ
の
点
で
、

債
権
譲
渡
を
否
定
す
る
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
、
民
法
四
七
八
条
に
よ
り
弁
済
は

有
効
に
な
る
と
し
た
⑤
判
決
は
、
参
考
に
値
す
る
)
。

原
判
決
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
た
だ
、
「
[
仮
に
解
除
が
有
効
だ

と
し
て
も
]
解
除
に
つ
き

X
社
か
ら
の
通
知
の
事
実
の
主
張
・
立
証
が
な

い
か
ら
、
債
務
者
Y
は
譲
渡
解
除
に
よ
る
債
権
の

A
へ
の
復
帰
を
主
張
で

き
な
い
」
と
し
て
片
付
け
て
い
る
が
、
や
や
簡
に
失
し
、
必
ず
し
も
そ
の

趣
旨
は
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
、
以
下
で
は
よ
り
詳
し
く
分
析
を
加
え
た

い
。
す
な
わ
ち
、
川
ま
ず
、
解
除
の
場
合
は
元
の
債
権
譲
渡
の
逆
に
な
る

か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
譲
受
人

[
X
]
の
通
知
が
必
要
で
あ
る
と
さ

れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
や
や
形
式
的
に
す
ぎ
る
し
、
む
し
ろ
逆
に
、
か
か
る

場
合
に
は
通
常
の
場
合
と
異
な
り
、
解
除
者
に
通
知
さ
せ
る
の
が
自
然
旦

実
際
的
で
あ
る
と
し
て
、

A
か
ら
の
通
知
で
足
り
る
と
す
る
構
成
も
可
能

で
あ
る
。

ωも
っ
と
も
、
そ
れ
で
は

A
の
安
易
な
解
除
の
通
知
を
許
す
こ

と
と
な
り
、
解
除
の
相
手
方

[
X
]
の
利
益
の
保
護
を
は
か
る
必
要
性
が
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料

あ
る
と
い
う
政
策
的
配
慮
か
ら
、
原
判
決
が

X
か
ら
の
通
知
を
要
求
し
た

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
納
得
で
き
る
。
附
し
か
し
、
そ
も
そ
も
民
法

四
六
七
条
の
債
務
者
へ
の
「
通
知
」
の
趣
旨
は
、
二
重
払
い
の
危
険
か
ら

債
務
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
そ
れ
な
く
し
て
は
譲
受
人
の
方
か
ら
債
務

者
に
誇
求
で
き
な
い
と
定
め
て
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
従
っ
て
、
仮
に
川
の
立

場
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
同
条
は
本
件
の
知
き
債
務
者
の
側
か
ら
解
除
に

よ
る
復
帰
的
譲
渡
を
主
張
す
る
場
合
を
カ
バ
ー
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か

ら、

X
か
ら
の
通
知
は
不
要
と
い
う
べ
き
か
(
し
か
も
、
債
務
者
と
し
て
は

「
承
諾
」
し
て
し
ま
え
ば
、
同
様
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
か
ら
、

X
の
通
知
を
要

求
す
る
意
味
は
あ
ま
り
な
い
こ
と
に
な
る
)
。
附
そ
れ
と
も
や
は
り
、

X
の
利

益
保
護
を
貫
徹
さ
せ
る
た
め
に
、

X
か
ら
の
通
知
な
く
し
て
は
、

Y
は
他

へ
の
債
権
帰
属
を
主
張
で
き
な
い
と
言
う
べ
き
な
の
か
(
こ
れ
は
、
債
務
者

か
ら
の
債
権
者
確
定
の
た
め
の
必
要
要
件
と
し
て
の
「
通
知
」
と
も
雪
一
口
う
べ
き
も

の
で
あ
り
、
前
述
の
債
務
者
保
護
の
機
能
を
も
っ
「
通
知
」
と
は
区
別
さ
れ
、
か

資

か
る
場
合
に
は
「
承
諾
」
に
よ
る
代
替
は
許
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
)
。

原
判
決
は
、
理
由
を
付
す
る
こ
と
な
く
、
同
ま
で
要
求
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
が
、
従
来
あ
ま
り
議
論
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
問
題
で
あ
り
、
結
論
的

に、

X
[解
除
の
相
手
方
]
か
ら
の
通
知
を
要
求
す
る
か
(
制
)
、

A
か
ら

の
通
知
で
足
り
る
と
す
る
か
(
附
)
は
か
な
り
微
妙
な
と
こ
ろ
と
言
え
よ

p

フ。

も
っ
と
も
、
本
件
で
は
解
除
は
無
効
と
認
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
債
務

者

[
Y
]
の
方
か
ら
解
除
(
債
権
の
復
帰
的
譲
渡
)
を
主
張
で
き
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
り
、
結
局
こ
こ
で
の
問
題
は
、

A
の
通
知
に
よ
り
形
成
さ

れ
た
、
無
効
の
解
除
に
よ
る
債
権
の
復
帰
(
及
び
そ
の
B
に
よ
る
仮
差
押
)
と

い
う
不
実
の
外
観
を
信
頼
し
た
(
原
審
は
、
制
ま
で
要
求
し
て
い
る
が
、

Y
と

し
て
は
川
同
で
足
り
る
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
)
Y
は
、
債
権
の
準
占
有
者
へ

の
弁
済
と
し
て
保
護
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
評
釈
者
と
し
て
は
、

恰
度
、
譲
渡
無
効
の
場
合
に
民
法
四
七
八
条
が
適
用
さ
れ
る
(
大
判
大
正
七

年
一
二
月
七
日
民
録
二
四
輯
三
三

O
頁
)
裏
面
と
し
て
、
解
除
無
効
の
場
合

に
も
適
用
さ
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
く
、
ま
さ
し
く
、
本
判
決
で
述
べ
ら

れ
た
寸
譲
渡
行
為
の
回
収
庇
に
関
す
る
誤
信
」
の
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
か
っ
た
か
、
そ
し
て

Y
の
前
記
「
信
頼
(
誤
信
)
」
は
前
述
し
た
よ
う

に
か
な
り
微
妙
な
解
釈
論
に
関
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
過
失
」
が
あ
る
と

ま
で
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
(
そ
れ
と
も
、
最
高
裁
が
、

こ
の
点
の
Y
の
信
頼
を
顧
慮
し
て
い
な
い
の
は
、
寸
法
の
不
知
は
許
さ
ず
」
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
)
。

も
と
よ
り
、

Y
の
過
失
を
判
断
す
る
基
準
時
は
、
預
担
貸
付
・
相
殺
の

場
合
(
最
判
昭
和
五
九
年
二
月
二
三
日
民
集
三
八
巻
三
号
四
四
五
頁
で
は
、
相
殺

時
で
は
な
く
、
貸
付
時
が
基
準
と
さ
れ
る
)
と
は
異
な
り
、
現
実
に
弁
済
が
な

さ
れ
た
時
点
(
昭
和
五
四
年
一
一
月
一
一
一
日
)
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
時
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点
に
お
い
て
も
、

Y
は
解
除
が
無
効
で
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
ず
、
た
だ
、

B
の
仮
差
押
の
後
に
解
除
の
撤
回

1
1
1
従
っ
て
、
遡
及
的
効
果
は
生
ぜ

ず
、
第
三
者

[
B
]
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
も
な
い
(
民
法
五
四

O
条
二
項

も
参
照
)
|
l
B
の
通
知
を
受
け
た
に
止
ま
り
、
最
後
ま
で
差
押
債
権
者

[
B
]

の
方
が
優
先
し
て
い
る
と
解
し
て
支
払
っ
た
と
も
考
え
う
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
で
、
支
払
前
に

X
か
ら

Y
に
支
払
催
告
さ
れ
て
お
り
(
同
年
九

月
二
八
日
。
も
っ
と
も
、

X
は
八
月
末
に
は
他
社
か
ら
B
の
仮
差
押
の
事
実
を
認

識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
支
払
催
告
は
通
り
一
遍
の
も
の
で
、
解
除
・

仮
差
押
と
の
関
係
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
て

Y
と
し
て
は
、
も
っ
と

A
社
や

X
社
に
譲
渡
の
経
緯
を
問
い
た
だ
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き

る
で
あ
ろ
う
(
例
え
ば
、
上
告
理
由
で
引
用
さ
れ
る
東
京
地
判
昭
和
三
八
年
七
月

三
O
日
判
時
三
四
四
号
四
二
頁
で
は
、
債
権
譲
渡
の
真
否
に
疑
義
が
あ
る
と
き

は
、
債
務
者
と
し
て
は
譲
渡
人
の
調
査
だ
け
で
は
足
り
ず
、
譲
受
人
に
対
し
て
も
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照
会
等
で
真
偽
を
確
か
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
民
法
四
七
八
条
に
よ
る
保
護

を
否
定
し
て
い
る
が
、
債
務
者
が
住
友
銀
行
の
事
例
で
あ
り
、
本
件
の
Y
社
の
場

合
と
同
列
に
論
じ
う
る
か
と
い
う
問
題
は
残
る
)
。
も
っ
と
も
、
本
件
に
お
い
て

は、

Y
は
A
社
(
札
幌
市
白
石
区
東
札
幌
に
所
在
す
る
)
に
対
し
て
連
絡
を
と

ろ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
う
ち
に

B
の
請
求
を
受
け
た
と
い
う

事
情
も
あ
り
、
さ
ら
に

Y
と
し
て
は
、
遠
隔
地
(
豊
橋
市
明
海
町
)
に
所
在

す
る

X
社
に
も
照
会
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
か
、
ま
た
、

Y
の
主
張
に

よ
れ
ば
、
弁
護
士
の
い
な
い
江
別
市
の
零
細
企
業
で
あ
る
両
社
に
、
民
事

執
行
法
施
行
前
に
供
託
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
か
、
評
釈
者

に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
を

Y
に
要
求
す
る
の
は
酷
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

本
件
の
解
説
・
批
評
に
お
い
て
は
、
例
外
な
く
本
判
決
の
結
論
が
支
持

さ
れ
て
い
る
が
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
評
釈
者
に
は
、
そ
の
価
値
判

断
は
相
当
に
微
妙
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
(
藤
原
・
後
掲
批
評
九
二
二
頁

で
も
、
周
到
に
そ
の
点
を
指
摘
さ
れ
る
)
、
本
件
の
一
・
二
審
判
決
が

Y
の
保

護
を
は
か
っ
た
の
も
領
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

=一

ω
な
お
、
本
判
決
で
は
、
「
債
権
の
準
占
有
者
」
の
要
件
を
緩
く

解
す
る
従
来
の
判
例
(
例
え
ば
、
最
判
昭
和
三
七
年
八
月
一
一
一
日
民
集
二
ハ
巻

九
号
一
八

O
九
頁
、
最
判
昭
和
四
一
年
一

O
月
四
日
民
集
二

O
巻
八
号
一
五
六
五

な
ど
は
代
理
人
自
称
者
に
つ
き
、
大
判
昭
和
二
年
六
月
二
二
日
民
集
六
巻
四
O
八

頁
は
受
取
証
書
偽
造
者
に
つ
い
て
も
肯
定
す
る
)
に
沿
っ
て
、
本
件
の
劣
後
取

立
債
権
者
も
そ
れ
に
当
た
る
と
す
る
判
断
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対

し
て
は
、
民
法
四
七
八
条
の
沿
革
に
忠
実
に
解
す
る
少
数
説
の
立
場
か
ら

の
有
力
な
批
判
が
あ
る
(
池
田
・
後
掲
解
説
四
六
頁
、
後
掲
評
釈
一
八
四
頁
。

ま
た
、
下
森
・
後
掲
解
説
一
五
頁
で
も
、
劣
後
債
権
者
の
債
権
準
占
有
者
性
に
つ

い
て
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
逆
に
、
藤
原
・
後
掲
批
評
九

一
七
頁
は
、
本
判
決
よ
り
も
広
い
定
式
化
を
唱
え
て
い
る
)
が
、
も
は
や
こ
の

問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
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料

ω
ま
た
、
手
続
法
的
問
題
点
と
し
て
、
本
件
で
は
上
告
審
の
段
階
で
、

Y
社
が
破
産
し
た
た
め
に
、
上
告
審
(
法
律
審
)
に
お
い
て
、
金
銭
給
付

訴
訟
か
ら
破
産
債
権
確
定
訴
訟
(
確
認
訴
訟
)
へ
の
訴
の
変
更
が
認
め
ら

れ
る
か
と
い
う
点
が
、
民
訴
法
二
三
二
条
と
の
関
係
で
問
わ
れ
て
お
り
、

積
極
的
判
断
が
下
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
は
異
論
な
く
賛
意
が

表
せ
ら
れ
て
い
る
(
加
藤
(
和
了
後
掲
解
説
六
六
頁
な
ど
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お

け
る
解
釈
論
も
参
考
と
さ
れ
て
い
る
)
。
専
門
外
の
評
釈
者
と
し
て
は
詳
号
弔
問
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
本
件
で
は
、
破
産
に
よ
る
中
断
及
び
異
議
あ
る

債
権
に
関
す
る
訴
訟
の
受
継
(
民
訴
法
一
二
四
条
、
破
産
法
二
四
六
条
)
に
伴

う
訴
の
変
更
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
「
切
り
替
え
」
の
手
続
と

も
雷
同
い
う
る
も
の
で
あ
り
(
こ
の
点
は
、
藤
原
・
後
掲
批
評
九
一
二
頁
が
指
摘

す
る
)
、
実
質
的
審
理
内
容
に
は
変
更
の
な
い
ケ

1
ス
で
あ
り
、
通
常
の
訴

の
変
更
と
は
異
な
る
例
外
的
事
案
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
(
な
お
、
本
判
決
の
射
程
は
、
会
社
更
生
に
よ
る
中
断
・
受
継

の
場
合
(
会
更
法
六
八
条
、

資

一
四
九
条
)
に
は
及
ぶ
で
あ
ろ
う
)
。

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
加
藤
和
夫
前
調
査
官
の
解
説
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
九
号

六
五
頁
「
時
の
判
例
」
)
、
池
田
真
朗
助
教
授
の
解
説
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
三
号
四

二
頁
、
法
学
教
室
別
冊
判
例
セ
レ
ク
ト
八
六
[
民
法
五
]
)
及
び
評
釈
(
判
評
三
四

O
号
一
八

O
頁
)
、
藤
原
弘
道
判
事
の
批
評
(
民
商
九
五
巻
六
号
九
五

O
頁
)
、
士
口

回
光
硯
氏
の
研
究
(
判
夕
六
二
五
号
七
九
頁
「
銀
行
実
務
と
民
事
判
例
」
)
、
下
森

定
教
授
の
解
説
(
昭
和
六
一
年
度
重
要
判
例
解
説
〔
民
法
七
]
)
、
柳
沢
秀
吉
助
教

授
の
研
究
(
名
城
法
学
三
六
巻
四
号
一
二
五
頁
)
、
鎌
田
薫
教
授
の
解
説
(
判
例
演

習
室
一
九
八
七
[
財
産
法
八
]
)
、
及
び
花
村
治
郎
教
授
の
解
説
(
昭
和
六
一
年
度

重
要
判
例
解
説
[
民
訴
法
五
]
)
、
小
林
秀
之
助
教
授
の
解
説
(
判
例
演
習
室
一
九

八
七
[
民
訴
法
一

O])
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
さ
ら
に
、
評
釈
者
は
、

Y
社
(
樽
前
運
輸
有
限
会
社
。
昭
和
三
六
年
六
月

に
設
立
さ
れ
、
昭
和
五
三
年
七
月
よ
り
江
別
市
角
山
四
五

0
1三
に
所
在
し
た
)
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の
破
産
管
財
人
を
務
め
ら
れ
た
札
幌
在
住
の
藤
野
義
昭
弁
護
士
の
御
好
意
に
よ

り
、
本
件
の
訴
訟
記
録
及
び
関
係
書
類
に
接
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
し
て
、
そ
れ

ら
を
閲
覧
す
る
と
、
評
釈
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
に
お
い
て
は
A
社
に
よ
る

債
権
譲
渡
の
解
除
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り

(
Y
社
は
一
審
以

来
、
有
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
)
、
し
か
も
同
時
期
に
A
社
の
財
政
難
に
よ
る

組
織
替
え
(
「
身
売
り
」
と
さ
れ
る
)
が
な
さ
れ
て
、
解
除
の
撤
回
は
、
解
除
し
た

旧
代
表
者
と
は
別
の
X
社
に
好
意
的
な
新
代
表
者
(
そ
の
後
、

X
社
で
稼
働
し
て

い
る
)
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

Y
と
し
て
は
詐
害
行
為
を
も
懸
念
し
て
、
そ
れ
に

は
懐
疑
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

Y
社
の
譲
渡
解
除
へ
の
信
頼

に
、
も
っ
と
目
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
な
お
、
研
究

会
で
は
、

Y
は
X
に
一
部
弁
済
し
た
分
に
つ
い
て
は
放
置
し
て
い
て
、
契
約
解
除

へ
の
信
頼
と
一
貫
し
て
お
ら
ず
、
「
過
失
」
の
判
断
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
っ
た
の
で



は
な
い
か
と
の
見
解
が
出
さ
れ
た
(
藤
岡
教
授
の
発
吾
首
)
が
、
右
弁
済
の
頃
に
は

A
l
x問
の
譲
渡
に
つ
き
何
ら
問
題
は
生
じ
て
お
ら
ず
、
来
道
し
た

X
社
課
長

が、

A
社
代
表
者
の
同
行
の
下
に
金
員
を
受
け
取
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
や
は
り
、

解
除
を
挟
ん
で
、
事
情
は
急
変
し
た
よ
う
で
あ
る
。

(吉

田

邦

彦

最高裁判所判例研究
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